
医療法に基づく特定労務管理対象機関の指定要件（指定申請・業務変更申請）

根拠法令 指定要件適合の確認方法

B① 三次救急医療機関
法第113条第1項第1号
法施行規則第80条第1号
令和4年厚生労働省告示第9号

県保健医療計画等において位置付けられ
てることを確認

B②
二次救急医療機関（年間救急車受入台1,000台以上または年間での夜間・休日・時間
外入院件数500件以上であり、かつ、医療計画において5疾病5事業の確保のために必
要な役割を担うと位置付けられた病院又は診療所）

同上

・県保健医療計画等において位置付けられ
てることを確認
・救急・夜間入院等件数は令和４年度病床
機能報告による確認

居宅等における医療 B③ 居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所
法第113条第1項第2号
法施行規則第80条第2号

県保健医療計画等において位置付けられ
てることを確認

地域において当該病院又
は診療所以外で提供するこ
とが困難な医療

B④
地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地
域における医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた病院又
は診療所

法第113条第1項第3号
法施行規則第80条第3号

県保健医療計画等において位置付けられ
てることを確認

連携Ｂ水準 医師の派遣 連携B 医療提供体制確保のために必要な医師の派遣を行う病院又は診療所
法第118条第1項
法施行規則第87条

各医療機関から提出された書類（年間延べ
派遣医師及び派遣医療機関一覧（前年度
実績）、地域の医療提供体制を確保するた
めに、当該医師の派遣が必要な理由）によ
る確認

臨床研修 C-1① 都道府県知事により指定された臨床研修病院
法第119条第1項第1号
法施行規則第94条第1号

・臨床研修病院であることを確認
・各医療機関から提出された書類により、
時間外・休日労働最大想定時間数が年960
時間を超えることを確認

専門研修 C-1② 日本専門医機構により認定された専門研修プログラム／カリキュラムの研修機関
法第119条第1項第2号
法施行規則第94条第2号

・日本専門医機構により認定された専門研
修プログラム／カリキュラムであることを確
認
・各医療機関から提出された書類により、
時間外・休日労働最大想定時間数が年960
時間を超えることを確認

Ｃ－２水準
高度な技能を修得するため
の研修

C-2 厚生労働大臣の確認を受けた病院又は診療所
法第120条第1項
法施行規則第101条

厚生労働大臣から委託を受けた審査組織
からの審査結果通知書による確認

根拠法令 指定要件適合の確認方法

1
法第113条第3項第1号
法施行規則第82条第1項

評価センターからの評価結果通知書による
確認

2 法第113条第3項第2号
評価センターからの評価結果通知書による
確認

3
法第113条第3項第3号
法施行規則第82条第2項

各医療機関からの県知事宛の誓約書によ
る確認

4 法第113条第4項
評価センターからの評価結果通知書による
確認

5 法第113条第5項
医療対策協議会及び医療計画部会におけ
る議論を踏まえ、医療審議会に意見聴取

評価センターからの評価結果の確認
都道府県知事は、特定労務管理対象機関の指定をするに当たっては、評価センターの評価結
果を踏まえなければならない

医療審議会の意見聴取
都道府県知事は、特定労務管理対象機関の指定をするに当たって、あらかじめ、都道府県医療
審議会の意見を聴かなければならない

時短計画案が一定の要件を満たしていること

・医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること
・医療機関に勤務する医師の労働時間の状況、医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医
師の労働時間の短縮に係る目標、医療機関に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関す
る事項、その他医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事
項が全て記載されていること

追加的健康確保措置の体制が整備されていること 必要な面接指導および休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること

労働に関する法律に基づく処分等を受けたことがな
いこと

労働基準法または最低賃金法の規定に違反する行為を行い、刑事訴訟法の規定による送致ま
たは送付が行われ、その旨が公表された日から１年を経過していないものがないこと

各水準毎の指定要件
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